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○
国
土
交
通
省
令
第　
　
　

号

経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
三

号
）
第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
九
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
省
関
係
経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と

に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正

 

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
七
年　
　

月　
　
　

日
 

国
土
交
通
大
臣　

中
野　

洋
昌　
　

国
土
交
通
省
関
係
経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基

 

づ
く
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
土
交
通
省
関
係
経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
等
に
関
す
る
省
令
（
令
和
五
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

 

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
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も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

 
  

 
 

 

（
特
定
重
要
設
備
）

（
特
定
重
要
設
備
）

 
 

第
一
条　

経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に

第
一
条　

経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に

 
 

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め

 
 

る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
社
会
基
盤
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
社
会
基
盤
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

 
 

 
 

号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 

一
～
四　

（
略
）

一
～
四　

（
略
）

 
 

五　

港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
三
条
第
一
号

（
新
設
）

に
規
定
す
る
一
般
港
湾
運
送
事
業　

特
定
港
湾
（
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定

 

す
る
港
湾
で
あ
っ
て
、
前
年
ま
で
の
過
去
三
年
間
に
お
け
る
一
年
当
た
り
の
コ

 

ン
テ
ナ
取
扱
量
の
平
均
が
八
十
万
個
以
上
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
五
号

 

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
情
報
処

 
ふ

 
 

理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
機
能
の
全
て
を
有
す
る
も
の

 
 

イ　

船
舶
へ
の
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
積
込
に
関
す
る
計
画
を
作
成
す
る
機
能

 

ロ　

コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
配
置
に
関
す
る
計
画
を
作
成
す
る
機
能

ハ　

コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
配
置
の
状
況
の
管
理
を
行
う
た
め
の
機
能

六　

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
九
項
に
規

五　

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
九
項
に
規

定
す
る
国
際
航
空
運
送
事
業
（
次
条
第
六
号
イ
に
お
い
て
「
国
際
航
空
運
送
事

定
す
る
国
際
航
空
運
送
事
業
（
次
条
第
五
号
イ
に
お
い
て
「
国
際
航
空
運
送
事

業
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
国
内
定
期
航
空
運

業
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
国
内
定
期
航
空
運

送
事
業
（
同
号
ロ
に
お
い
て
「
国
内
定
期
航
空
運
送
事
業
」
と
い
う
。
）　

飛

送
事
業
（
次
条
第
五
号
ロ
に
お
い
て
「
国
内
定
期
航
空
運
送
事
業
」
と
い
う
。

 
 

行
計
画
を
作
成
す
る
機
能
を
有
す
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム

）　

飛
行
計
画
を
作
成
す
る
機
能
を
有
す
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム

七　

空
港
（
空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
空

六　

空
港
（
空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
空

港
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
及
び
管
理
を
行
う
事
業

港
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
及
び

並
び
に
空
港
に
係
る
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促

管
理
を
行
う
事
業
並
び
に
空
港
に
係
る
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定

等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二

す
る
公
共
施
設
等
運
営
事
業　

特
定
空
港
（
空
港
法
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲

条
第
六
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
運
営
事
業　

飛
行
場
灯
火
（
航
空
法
施
行

げ
る
空
港
で
あ
っ
て
、
令
和
元
年
度
の
航
空
機
の
旅
客
数
の
合
計
が
一
千
万
人

規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
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以
上
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
使
用

飛
行
場
灯
火
を
い
う
。
）
の
光
度
を
速
や
か
に
制
御
で
き
る
装
置
（
電
流
を
調

 

さ
れ
る
飛
行
場
灯
火
（
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十

整
す
る
機
能
を
有
す
る
部
分
に
限
る
。
）

 
六
号
）
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
飛
行
場
灯
火
を
い
う
。
）
の
光
度
を
速
や

か
に
制
御
で
き
る
装
置
（
電
流
を
調
整
す
る
機
能
を
有
す
る
部
分
に
限
る
。
）

 
 

（
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
基
準
）

（
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
基
準
）

第
二
条　

法
第
五
十
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
二
条　

法
第
五
十
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

 
 

る
特
定
社
会
基
盤
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

る
特
定
社
会
基
盤
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四　

（
略
）

一
～
四　

（
略
）

五　

前
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業　

当
該
事
業
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
特
定
港
湾

（
新
設
）

に
お
け
る
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
に
お
い
て
コ
ン
テ
ナ
貨
物
を
取
り
扱
う
も
の
で
あ
る

ふ

こ
と
。

六　

前
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
業　

当
該
事
業
を
行
う
者
（
特
定
本
邦
航
空
運
送

五　

前
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業　

当
該
事
業
を
行
う
者
（
特
定
本
邦
航
空
運
送

事
業
者
（
航
空
法
施
行
規
則
第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定

事
業
者
（
航
空
法
施
行
規
則
第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定

本
邦
航
空
運
送
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
限
る
。

本
邦
航
空
運
送
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
限
る
。

）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

 
 

。

。

 
 

イ
・
ロ　

（
略
）

イ
・
ロ　

（
略
）

七　

前
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
業　

特
定
空
港
に
お
い
て
当
該
事
業
を
行
う
者
（

六　

前
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
業　

当
該
事
業
を
行
う
者
（
国
土
交
通
大
臣
を
除

国
土
交
通
大
臣
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

 

。

（
削
る
）

イ　

当
該
事
業
に
係
る
空
港
が
空
港
法
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
で

 

 
 

あ
る
こ
と
。

（
削
る
）

ロ　

当
該
事
業
に
係
る
空
港
に
お
け
る
令
和
元
年
度
の
航
空
機
の
旅
客
数
の
合

計
が
一
千
万
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

 
 

（
構
成
設
備
）

（
構
成
設
備
）

第
十
二
条　

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
特
定
重
要
設
備
の
一
部

第
十
二
条　

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
特
定
重
要
設
備
の
一
部

を
構
成
す
る
設
備
、
機
器
、
装
置
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
特
定
妨
害
行
為
の

を
構
成
す
る
設
備
、
機
器
、
装
置
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
特
定
妨
害
行
為
の

手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
構
成
設
備
」
と
い
う
。

手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
構
成
設
備
」
と
い
う
。
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）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
重
要
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
重
要
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

 
 
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一
～
四　

（
略
）

一
～
四　

（
略
）

五　

第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
特
定
重
要
設
備　

次
に
掲
げ
る
も
の

（
新
設
）

 
イ　

船
舶
へ
の
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
積
込
に
関
す
る
計
画
の
作
成
、
コ
ン
テ
ナ
貨

物
の
配
置
に
関
す
る
計
画
の
作
成
又
は
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
配
置
の
状
況
の
管

理
（
ロ
に
お
い
て
「
計
画
の
作
成
等
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
サ
ー
バ

 ー
ロ　

計
画
の
作
成
等
の
用
に
供
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

 
 

六　

第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
特
定
重
要
設
備　

次
に
掲
げ
る
も
の

五　

第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
特
定
重
要
設
備　

次
に
掲
げ
る
も
の

 
 

イ
～
ハ　

（
略
）

イ
～
ハ　

（
略
）

 
 

七　

第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
特
定
重
要
設
備　

次
に
掲
げ
る
も
の

六　

第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
特
定
重
要
設
備　

次
に
掲
げ
る
も
の

イ
～
ニ　

（
略
）

イ
～
ニ　

（
略
）
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附　

則

こ
の
省
令
は
、
経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

 

正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


